
令和３年度事業報告書 

 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

                   特定非営利活動法人療育センター燦々 

 

１ 事業の成果 

＜はじめに＞ 

 当法人は、平成 13 年 7 月 6 日島根県より認証を受け、同年 7 月 12 日登記手続きを完了

して成立した。ノーマライゼーションの理念を実現する手だてとして、発達障がい児・者へ

の個別の療育事業を主たる目的として実践すると共に、それに対しての地域住民の参加を

促して、障がいへの理解や支援を得る方策を提供することによって、これら障がいを持つ者

が地域の人々と共生して健やかに暮らせる環境の実現化を目指す活動を展開して現在に至

っている。 

 設立第 21 期となった当年度では、設立当初より行っていた個別療育事業を 10 月末で休

止し 3 月末をもって中止とした。第 13 期 5 月より創設した児童発達支援事業所「ひまわ

り」を児童福祉法の規定に基づいて、「指定障害児通所支援事業所」として幼児期を対象

とした事業と第 19 期より学齢期を対象とし開始した「放課後等ディサービス」の事業活

動とした。 

また、第 13 期 3 月に「認定」NPO 法人として認証されたことで、広く法人の理念の実

現を図り、これまで以上に障がい者福祉についての理解を深めていくパブリックサポート

を強化した。このように賛助会員及び寄付者を県内外に広く募集した結果、今期の賛助会

費については 50 口、寄付者については 81 口の実績があった。 

今後も認定 NPO 法人にふさわしい適正な運営と公益の増進を図りながら、地域に根ざし

た療育センターとしてさらに上を目指してその機能を充実させていく必要があると考える。

又、今後の課題としては、経営基盤安定のために、職員の体制を整えていくことが課題とな

る 

（１）個別療育プログラムに基づく障害(児)者の発達支援サービス事業 

今期 4 月から 10 月末までにおいて、出雲市をはじめとする周辺市町村在住の発達障が

い児・者に対して、コミュニケーションスキルや社会的スキルを身につけさせるため、

「ＴＥＡＣＣH プログラム」に基づいた個別プログラムを作成し、療育を実施した。この

事業は、医師１名と療育センター燦々の指導員 1 名が携わって、発達障がい者等約 65 人

を対象に定期的に実施した。他方、療育をより効果的にするために、必要性や要望がある

場合には、対象者が通学する学校等との情報交換や一貫した療育実施のための「訪問指

導」、出雲市から委託を受けている「スクールアドバイザー事業」を行うことで、積極的

に関係機関との連携強化を図った。当年度は学校や福祉事業所等への「訪問」を 1 回実施

した。このように療育指導者が医療との連携のみならず、学校その他の教育関係機関及び

保護者との連携を密に計ることにより、さらに大きな療育の成果が得られたと自負してい

る。 

 毎年、出雲市からは「情緒障がい児等発達支援事業費補助金」の交付を受けているが、

当年度の対象児童は 27 名であった。自閉症スペクトラムや学習障がい及びＡＤＨＤの子

ども達のハンディキャップの一つである社会的スキルの向上を主眼とした療育指導は、

個々の子ども達の能力を伸ばすことだけではなく、集団適応を目標とした社会的スキルの

向上をも併せて目指しており、家庭のみならず学校からの評価も高まり、子ども達自身の

意欲の向上にもつながっていったと思っている。 

 

（２）集団療育教室等による療育サービス事業 

 出雲市から「集団療育活動」の委託を受けていたが、当年度もコロナウィルスの流行によ

り、開催時期を検討してきたが、終息の見通しが立たなかったため開催に至らなかった。ま



た、第１７期から始めた成人期の会員を対象とした集団活動も同様に、開催を見合わせる形

となった。 

（３）母親教室、その他の教育研修事業 

当年度は、外部講師に依頼しオンラインにて２回の講演会を開催した。講演会の第１回目

は「自閉症スペクトラムへの支援～アセスメント～」、第２回目は「自閉症スペクトラムの

支援～成人期～」と題して開催した。第 1 回目は 37 名の参加者であった。第 2 回目 31 名

の参加者であった。参加者は保護者及び学校関係者、福祉施設の職員等、職種も幅広く、よ

り多くの人たちに「自閉症スペクトラム障がい」に対する理解を深めてもらうことが出来た。

学習会や児童発達支援事業所「ひまわり」に通所する子ども達を対象に行う「おたのしみ会」に
ついては、コロナウィルス感染症の流行により、開催を中止した。 

（４）自閉性障害及びその他類縁の障害に関する調査研究、情報収集及び提供 

平成１７年４月から発達障害者支援法が施行され、平成１８年度には島根県でも東部、西

部にそれぞれ発達障がい者支援センターが設置された。当法人は設立当初から自閉症を中

心とした発達障がい児・者の個別療育を他施設に先がけて実施してきた実績を有しており、

発達障がい者支援センターとの連携をとるよう努めている。 

 また、例年「さんさん祭り」を実施しているが、今期もコロナウィルス感染症の終息が見

られなかったため、開催を見合わせることとなった。 

（５）自閉性障害及びその他類縁の障害の啓発活動に寄与するための機関紙等の出版物の

発行 

６月、９月、１２月、３月と年４回にわたって定期的に機関紙を発行し、これを正会員、

利用会員、賛助会員その他関係機関等に送付し、当法人の行った事業及び今後行う事業予定

を広報することによって、賛助会員や当法人を支援する人達の協力や理解を深めるよう努

めた。 

（６）障害者通所支援事業 

第 11 期（平成 23 年）から出雲市の「情緒障がい児等の発達支援事業」の対象者が就学

前の幼児まで拡大されたことで当法人の課題のひとつであった就学前の幼児の療育の充実

をさらに図ることが出来た。また更に発展させるべく新しく就学前児童の支援事業として、

児童発達支援事業所「ひまわり」を創設した。これについては児童福祉法の規定に基づき、

第 13 期（平成 25 年）5 月より「指定障害児通所支援事業所」として事業を開始した。当年

度は 19 人の就学前児童、9 人の学齢期児童の通所事業利用であった。個々の幼児に合わせた

細かなプログラムを作成して実践することによって、日常生活動作及び集団生活への適応能力の

向上がみられており有効な成果が得られたと考えている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 事業の実施に関する事項 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 

 

事業内容 
実施事業の 

日時、場所、 

従事者の人数 

受益対象者の

範囲 
及び人数、評価 

事業費の 

金額 

(単位：千円) 

個別療育プログラ

ムに基づく障害

(児)者の発達支援

サービス事業 

個別プログラム

による発達支援

サービス 

随時 

療育センター燦々療

育室 

2 人 

会員 

90 人 

 

 

 

 

1,876 

 
・相談・訪問事

業、 

・発達検査 

・出雲市スクー

ルアドバイザー

事業 

都度 

会員の通学、通勤する

学校及び職場等、療育

センター燦々療育室 

3 人 

会員、保護

者、学校関係

者等 100 人 

集団療育教室等に

よる療育サービス

事業 

レクリエーショ

ンと昼食 

実施なし   

 

 

 

 

 

 

ボウリングと昼

食 

実施なし  

室内活動 実施なし  

 

母親教室、その他

の教育研修事業 

第 1 回さんさん

講演会 

令和 3 年 7 月 18 日 

オンライン開催 

3 人 

施設関係者、

学校関係者、

保護者等 

37 人 

 

 

 

 

105 

 

 

第 2 回さんさん

講演会 

令和 4 年 1 月 16 日 

オンライン開催 

3 人 

施設関係者、

学校関係者、

保護者等 

31 人 

学習会 実施なし 

 

 

おたのしみ会 実施なし 

 

 

茶話会 随時 

療育センター燦々 

児童発達支援事業所

ひまわり 

２人 

会員、支援従

事者、自閉症

協会会員、通

所事業所利

用者 

自閉性障害及びそ

の他類縁の障害に

関する調査研究、

情報収集及び提供 

・要請があった

研修会等への派

遣 

 

都度 

要請のあった施設等 

なし 

施設関係者、

学校関係者、

保護者等 

 

 

 

 

 
さんさん祭り 実施なし  

自閉性障害及びそ

の他類縁の障害の

啓発活動に寄与す

機関紙の発行 令和 3 年 6 月 15 日 

令和 3 年 9 月 15 日 

令和 3 年 12 月 15 日 

正会員、利用

会員、賛助会

員、一般 

 

 

60 



るための機関紙等

の出版物の発行 

令和 4 年 3 月 15 日 

療育センター燦々事

務室 

５人 

200 人 

障害者通所支援事

業 

・就学前児童の

集団、個別療育

サービス 

・保育所等訪問 

随時 

児童発達支援事業所

ひまわり 

7 人 

通所事業利

用者、保育所

等関係者 

50 人 

 

 

 

 

 

14,596 

学齢期児童の集

団療育サービス 

随時 

児童発達支援事業所

ひまわり 

9 人 

通所事業利

用者 

50 人 

プレ就学相談会 実施なし 

 

 

 

 

 

（２）その他の事業 

    定款に「その他の事業」を規定している場合は記載、実施しなかった場合は、「実施し

なかった」と記載。 

 

実施しなかった 

 

 

３ 会議に関する事項 

（１）理事会     （開催年月日 令和 3 年 5 月 6 日） 

           （開催年月日 令和 3 年 6 月 3 日） 

           （開催年月日 令和 3 年 6 月 24 日） 

           （開催年月日 令和 3 年 9 月 9 日） 

           （開催年月日 令和 3 年 10 月 20 日）  

           （開催年月日 令和 4 年 3 月 24 日） 

開催場所     出雲市平田町 療育センター燦々内 多目的室 

         出雲市平田町中ノ島 ひまわり 

出席者数     第 1 回 5 名（うち表決委任者 3 名、理事人数 5 名） 

         第 2 回 5 名（うち表決委任者 2 名、理事人数 5 名） 

         第 3 回 5 名（うち表決委任者 1 名、理事人数 5 名） 

         第 4 回 5 名（うち表決委任者 2 名、理事人数 5 名） 

         第 5 回 5 名（うち表決委任者 2 名、理事人数 5 名） 

         第 6 回 5 名（うち表決委任者 1 名、理事人数 5 名） 



議決事項の概要  ・児童発達支援事業所ひまわりの閉所について承認された。 

         ・児童発達支援事業所ひまわりの継続について承認された。 

         ・主たる事務所を移転について承認された。 

         ・理事長の辞任により互選について承認された。 

         ・2 名の理事の辞任により後任の選任について承認された。 

         ・定款変更、令和 4 年度事業計画(案)及び予算(案)、役員選

任、リコーリース解約について承認された。 

             

 

（２）総会       令和 3 年 5 月 6 日 

            令和 3 年 7 月 8 日 

            令和 4 年 3 月 24 日 

開催場所     療育センター燦々待合室 

         児童発達支援事業所ひまわり 

出席者数     22 名（うち表決委任者 12 名）（正会員数 33 名） 

         18 名（うち表決委任者 14 名）（正会員数 31 名） 

         14 名（うち表決委任者 9 名）（正会員数 23 名 

議決事項の概要  ・令和２年度事業報告及び決算報告 

            ・住所変更による定款変更 

            ・住所変更及び活動に係る事業の種類の変更による定款変更 

            ・認証、届出事項による定款変更及び令和 4年度事業計画

(案)、予算(案)任期満了による役員選任、リコーリース解

約による残金支払いについて 


